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大阪市市税条例 第　 条

大阪市市税条例施行規則第　 条 第 項 第 号

令和 年度分の軽自動車税の減免を申請します。
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備考　必要書類については、裏面を御覧ください。
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称、軽自動車等の区分及び減免額を公表します。
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・災害により使用不能となった軽自動車等に対する軽自動車税の免除

〔市税条例第121条〕

・公益上その他特別の事情がある者に対する軽自動車税の減免

〔市税条例第122条〕

〔市税条例施行規則第６条第１項〕

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

身体障害者等が所有し専用する軽自動車等(１台に限る。)　免除
身体障害者等(満18歳以上の軽度身体障害者を除く。)と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障害者等のため
に専用する軽自動車等(１台に限る。)　免除
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等　免除
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等
免除
前各号に定めるもののほか、市長が公益上その他の事由により特に減免する必要があると認める軽自動車等　市長が
定める割合に相当する額の減額

社会福祉法第２２条に定める社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等

・減免申請書　・定款の写し
・認可証の写し　・使用用途に係る申立書

　不特定の身体障がい者等が利用者となる場合は、表面「身体障がい者等」及び「運転者」欄については、記載する必
要はありません。

※１　マイナ免許証の場合は、マイナンバーカードの券面には、免許情報（交付番号や免許の種類等）が表記されない
　　ため、市税事務所窓口でマイナ免許証に記録された免許情報を確認するにあたって、申請者ご自身で「マイナポー
　　タル」にログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」等を利用し、免許情報を読み取っていただく必要があ
　　ります。
　　　なお、マイナンバーカードをマイナ免許証として使用するためには、事前に所要の手続きが必要です。詳しくは、
　　最寄りの警察署等にお問い合わせください。

※２　常時介護証明書については各区保健福祉センターにてご相談ください。

○ 大阪市市税条例等（抜粋）

　災害により滅失し、又は損害を受け使用不能となった軽自動車等に対しては、申請に基づき、軽自動車税を免除する。

　前条に定めるもののほか、市長は、公益上その他特別の事情がある者に限り、申請に基づき、市規則で定めるところに
より軽自動車税を減免することができる。

　次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税(第１号から第４号までに掲げる軽自動車等にあっては、令和７
年度分から令和９年度分までの軽自動車税に限る。)については、条例第122条の規定により、当該各号に定めるところに
より減免する。

・減免申請書　　・改造自動車届出書の写し又は自動車検査証の写し
・次に掲げる書類
　　社会福祉団体が使用者の場合…定款又は規約の写し
　　上記以外の者が使用者の場合…身体障がい者等の利用に供する旨の申立書
・特定の身体障がい者等の利用に供する場合は、上記に掲げる身体障がい者等であることを証する書面

○ 必要書類一覧
身体障がい者等が所有し専用する軽自動車等

身体障がい者等（１８歳以上の軽度身体障がい者を除く。）と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい
者等のために専用する軽自動車等

・減免申請書
・身体障がい者等であることを証する書面
　【身体障がい者の場合】　　身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳又は厚生労働大臣から交付された認定書
　【知的障がい者の場合】　　大阪市療育手帳又は認定カード
　【精神障がい者の場合】　　精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
・運転者に係る運転免許証（マイナ免許証※１を含む）
・常時介護証明書※２（運転者が常時介護者である場合）

その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等


